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３　みよし市の総合事業のスケジュールみよし市における介護予防・日常生活支援総合事業の通所型・訪問型サービスのあり方について

１　制度改正の趣旨

２　制度改正により変更点

４　みよし市の総合事業の基準等のあり方（概要）

市町村が中心となって構築を進める地域包括ケアシステムの中で、市民の生活を支えるサービスであ

る介護予防通所介護と介護予防訪問介護を、従来の全国一律の介護予防給付から、市町村が地域の実情

に応じて基準等を定めて実施する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）へ移

行させることを柱とする制度改正が行われました。

総合事業は、要支援者自身の能力を最大限活かしつつ、介護予防訪問介護等と住民等が参画するよう

な多様なサービスを総合的に提供可能な仕組みに見直すこととし、これらにより要支援者等に対する効

果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。

●介護予防サービスのうち、通所介護と訪問介護について、全国一律基準から市が定める基準へ移行す

る。

●要支援認定の仕組みについては、現行通り存続し、通所介護及び訪問介護以外も従来通り存続する。

●新たにチェックリストのみで判定し、対象者とする仕組みが導入される。（「事業対象者」として区

別）

●チェックリストのみ判断するため、サービス開始のタイムラグが生じず、市民の利便性が向上する。

●事業対象者は、訪問型サービスと通所型サービスのみを利用できる。

●訪問型・通所型サービスともに「現行相当」,「緩和基準(A)」,「住民主体(B)」,「短期集中(C)」の

ようにそれぞれ多様なサービスを構築するための、新たな類型(表１)が設けられた。
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表１ 多様なサービスの類型

（１）総合事業の開始時期

平成２９年４月から

（２）類型別移行スケジュール

「現行相当」,「緩和基準(A)」,「短期集中(C)」→平成２９年４月から開始

「住民主体(B)」,「移送(D)」→生活支援体制の整備状況に合わせて検討

（３）事業開始までの段取り

①介護保険運営協議会へ説明（７月）

②基準、報酬の決定（８～９月）

③事業所向け説明会の開催（９月以降）

④事業所からの指定申請の受付開始（Ｈ２９．１月以降）

（１）「現行相当」,「緩和基準(A)」のあり方について

①指定基準について

●「現行相当」の人員配置基準等は、変更不可のためそのまま移行させる。

●「緩和基準(A)」の人員配置基準等は、専門職以外の配置を可とする等の緩和を行う。

②報酬のあり方について

●「現行相当」,「緩和基準(A)」の報酬については、現行は１か月単位の包括算定方式を

採用しているが、本市は１回あたりの単価方式に変更する。

（現行は、１か月に１回でも利用があれば、１か月分の報酬が発生する仕組み）

●「緩和基準(A)」の報酬については、現行相当の８割程度とする。

（近隣市町についても同水準。名古屋市も８割である。）

●通所型サービスの「緩和基準(A)」は、「送迎」と「入浴」を加算方式で評価する。

（現行は、送迎、入浴ともに包括されており、送迎未実施の場合は減算対象）

●訪問型サービスの算定は、「身体介護」と「生活介護」に分けて算定する。

●訪問型サービスは、「身体介護」を伴う場合は、すべて「現行相当」として取扱い、

「生活介護」のみの場合に、「緩和基準(A)」として取扱う。

（２）「短期集中(C)」のあり方について

●訪問型サービスについては、現行の保健師による閉じこもり予防を目的としてサービスを

継続する。

●通所型サービスについては、市内のリハビリ専門職、市民病院のリハビリ専門職と協働して

実施できる仕組みを導入する。


